
生涯学習インストラクター資格認証制度について 
 

【経過と趣旨】 

   生涯学習インストラクター資格認証制度は、平成 4 年 3 月に一般財団法人社会通信教育協会が文部科 
  学省の指導・支援を受けて開設しました。 
   文部科学省認定社会通信教育講座、社会通信教育協会認定社会通信教育講座を修了した方々の学習成 

果を積極的に評価・認証し、全国各地の地域における多様な生涯学習活動を推進・指導する人材養成を 
目的とした制度です。生涯学習 2 級インストラクター資格、生涯学習 1 級インストラクター資格を付与 
します。 

 
【対象者】 

   文部科学省認定社会通信教育講座および社会通信教育協会認定社会通信教育講座等を修了した方。 
本講座の修了者も対象となります。 

 
【資格の認証】 
  生涯学習 2 級インストラクター ……生涯学習活動における指導補助、助言および支援 

   生涯学習 1 級インストラクター ……生涯学習活動における指導者・講師 
 

【資格取得の方法】 
   生涯学習 2 級インストラクターの場合 
    本通信教育講座を修了し、所定の申請手続きをしてください。 

※講座を修了された方には生涯学習インストラクター資格についての案内をお渡しします。 
   生涯学習 1 級インストラクターの場合 
   生涯学習 2 級インストラクターの有資格で、さらに「生涯学習 1 級インストラクター資格取得のため 

の指定通信教育講座※」等を修了し、所定の申請手続きをしてください。 

【資格を取得すると】 
   一般財団法人社会通信教育協会から、生涯学習インストラクターの「認定証書」、「認定証」が発行さ 

れます。同時に、一般財団法人社会通信教育協会「人材バンク」に登録し、有資格者がお住まいの市区町 
村教育委員会等へ資格取得者の情報を送付します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生涯学習センター・公民館・青少年教育施設・図書館・博物館等で講師 

 生涯学習センター・公民館等の社会教育施設で行われる学習会・学級活動・公開講座・講演会等の

講師、補助講師や講座の企画・運営を行います。 
 
学びを通じた地域コミュニティづくり 

 身近な地域の課題解決のため社会教育施設、学校、集会所、児童館や福祉施設などでの学習活動を

援助・支援します。 
 
放課後子ども教室や地域学校協同本部、課程教育支援 

 子供たちを健やかに育むために、登下校の見守りや放課後等の学習指導、自然体験活動、家庭教育

活動を援助・支援します。 
 
有資格者の輪・生涯学習インストラクターの会 

全国各地で生涯学習インストラクター資格を取得された方々が生涯学習インストラクターの会（一

部、NPO 法人取得）を設立し、地域に根ざした学習活動を展開しています。 
 

※指定講座の受講申込みについては、下記にお問合せください。 
一般財団法人社会通信教育協会 

「生涯学習 1 級インストラクター資格取得のための指定通信教育講座」事務局

TEL 03-5815-8432   
https://www.tsushinkyoiku.or.jp 

生涯学習インストラクターの活動の場 

 



 生涯学習２級インストラクター資格取得の方法・資格認定・登録等  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

●生涯学習２級インストラクターの資格を取得するには，文部科学省認定

社会通信教育講座，(一財)社会通信教育協会認定講座を受講し，修了後，

以下の申請手続きが必要です。本講座も対象となります。 

●資格認定対象講座を修了 

資格認定申請・他  

※生涯学習２級インストラクターの資格認定申請手続きに際しては，以下の方に限

ります。 

  ①申請時に満１８歳以上である方 

  ②資格認定対象講座を優秀な成績で修了した方 

  ③資格認定対象講座の実施団体の長が推薦した方 

 

※手続きの方法：以下の①～③を，教育実施団体へ提出（申請）してください。 

①所定の「生涯学習２級インストラクター資格認定申請書」に必要事項を記入。 

②顔写真(タテ 3.0 ㎝×ヨコ 2.5 ㎝)１枚用意し，上記①の資格認定申請書に貼る。 

③申請料は 15,400 円です。 

教育実施団体 
●教育実施団体による書類審査をします。 

●教育実施団体による書類審査のうえ，上記の①～③に教育実施団体の長の推薦

書を添えて，(一財)社会通信教育協会へ提出（申請）します。 

(一財)社会通信教育協会 資格認定審査委員会 

資格認定 

資格認定対象講座 

受  講 

同講座を修了 

●資格認定審査委員会で，各指導分野別審査基準・細則により審査します。 

●審査の結果，合格者を「生涯学習２級インストラクター」と認定します。 

(一財)社会通信教育協会

人材バンクに登録 

●「生涯学習２級インストラクター」の資格取得者として，(一財)社会通信教

育協会人材バンクに各指導分野別・都道府県別に登録します。 

認定証書・認定証の 

発行 

●「認定証書」（生涯学習２級インストラクター認定証書）と「認定証」（生

涯学習２級インストラクター証）を発行し，ご本人宛に郵送します。 

●なお，最新の「生涯学習インストラクター機関誌」を同封します。 

 

※生涯学習２級インストラクターの名称は，資格認定対象講座の指導分野別に

次のように表示します。例えば「地球科学」の場合は，「生涯学習２級イン

ストラクター（地球科学）」です。 

審査 

教育委員会 ●資格取得者がお住まいの市区町村教育委員会に名簿を送付します。 

申請 

申請 

認定 



 生涯学習１級インストラクター資格取得の方法・資格認定・登録等  

 
 
 

●生涯学習１級インストラクターの資格を取得するには，生涯学習２級イン

ストラクターまたは教育実施団体の長の推薦者で，(一財)社会通信教育協会

の指定通信講座を履修し，以下の申請手続きが必要です。 
 

●(一財)社会通信教育協会の指定通信教育講座を修了する。修了者に

は「修了証書」を発行します。 

資格認定申請・他  

※生涯学習１級インストラクターの資格認定申請手続きに際しては，次の各要

件を満たす者に限ります。 

①申請時に満２０歳以上である者 

②生涯学習２級インストラクターの有資格者 

③(一財)社会通信教育協会の指定通信教育講座修了者 

④教育実施団体の長が推薦した者。なお，指導分野により生涯学習１級イン

ストラクター資格取得のための研修・講習履修者 

※申請者の申請手続きの方法：以下の①～④関係書類等を，教育実施団体へ提

出（申請）してください。 

①所定の「生涯学習１級インストラクター資格認定申請書」に必要事項を記

入する。 

②顔写真（タテ 3.0 ㎝×ヨコ 2.5 ㎝）を１枚用意し，上記①の申請書に貼る。 

③(一財)社会通信教育協会の指定通信教育講座の「修了証書」の写しを添付

する。 

④申請料は 17,600 円です。 

教育実施団体 ●教育実施団体による書類審査をします。 

●教育実施団体による書類審査のうえ，上記の①～④に教育実施団体の長の推薦

書を添えて，(一財)社会通信教育協会へ提出（申請）します。 

(一財)社会通信教育協会 資格認定審査委員会 

資格認定 

(一財)社会通信教育協会

の指定通信教育講座を 

受  講 

同講座を修了 

●資格認定審査委員会で，各指導分野別審査基準・細則により審査します。 

●審査の結果，合格者を「生涯学習１級インストラクター」と認定します。 

(一財)社会通信教育協会

人材バンクに登録 

●「生涯学習１級インストラクター」の資格を取得した者として，(一財)

社会通信教育協会人材バンクに各指導分野別・都道府県別に登録しま

す。 

認定証書・認定証の 

発行 

●「認定証書」（生涯学習１級インストラクター認定証書）と「認定証」（生

涯学習１級インストラクター証）を発行し，ご本人宛に郵送します。 

●なお，最新の「生涯学習インストラクター機関誌」を同封します。 
 

※生涯学習１級インストラクターの名称は，資格認定対象講座の指導分野別に

次のように表示します。例えば「地球科学」の場合は，「生涯学習１級イン

ストラクター（地球科学）」です。 

審査 

教育委員会 
●資格取得者がお住まいの市区町村教育委員会に名簿を送付します。 

申請 

申請 

認定 


